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平成３１年第２回上里町教育委員会定例会 議事日程

日 時 平成 31 年 2 月 22 日（金）午後 1時 30 分

場 所 上里町役場 3階 教育委員会室

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 議 事

（１） 議案第 3号 平成 30 年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（２） 議案第 4号 平成 31 年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（３） 議案第 5号 平成 30 年度上里町教育予算（3月補正）について

（４） 議案第 6号 平成 31 年度上里町教育予算（当初予算）について

（５） その他

４ 教育長報告

５ その他の事項

次回の教育委員会日程について 日 時 平成 年 月 日（ ）時 分

場 所

６ 閉 会

【 休 憩 】

〇 教育委員会報告・連絡会議



平成３１年第２回上里町教育委員会会議録

招集月日

会議日程

招集者及び宣告者

平成３１年２月２２日（金）

開 会 午後１時３０分

教育長 下山 彰夫 議 長

閉 会

教育長 下山 彰夫

招集場所 上里町役場 教育委員会室

午後３時５分
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島 﨑 勝

阿久戸 嘉彦

相 川 崇 樹
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学校教育課長

学校教育指導室長

学校教育課教育庶務係長

高橋 淳

山田 真奈美
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＜挨拶・開会宣言＞

前回会議録の確認をお願い致します。ご質疑等ございましたらご発言

願います。

＜特になし＞

特に無いようですので、前回の会議録については、ご承認頂けたもの

といたします。事務局は手続きをお願いします。今回の会議録署名委員

は、安藤委員にお願い致します。

それでは本日の議事に入りたいと思いますが、本日の議事は議案が 4

件であります。なお、4件とも議案審議の内容は、秘密会とさせて頂き

ます。始めに、議案第 3号平成 30 年度要保護及び準要保護児童生徒の

認定について、を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 3号平成 30 年度要保護及び準要保護

児童生徒の認定について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、学

校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。

概要及び内容について説明いたします。

１．開会

教育長

２．前回会議録の承認

教育長

委員

教育長

３．議事

教育長

教育庶務係長
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学校教育指導主事

勝山 寛美

小暮 伸俊

小久保 幹則

生涯学習課長兼郷土資料館長
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始めに概要でございますが、平成31年1月16日から2月15日までの間

に申請のありました、新規の申請者について、上里町要保護及び準要

保護児童生徒就学援助実施要綱第5条に基づき認定を行いたいもので

あります。

続きまして認定内容でございますが、認定区分が準要保護の新規申

請1件2名であります。資料の1ページのとおり、児童扶養手当の受給を

理由とした申請内容です

以上、議案第3号の提案説明といたします。慎重ご審議の上、ご議決

賜ります様お願い申し上げます。

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞

議案第 3号につきましては、児童扶養手当の受給を理由とした申請

内容ですので、事務局提案のとおり、準要保護児童・生徒と認定する

事でよろしいでしょうか。

＜了解＞

議案第 3号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きをお

願いします。

次に議案第4号、平成31年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につ

いて、を議題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 4号平成 31 年度要保護及び準要保護

児童生徒の認定について、説明申し上げます。

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、

学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。

概要及び内容について説明いたします。

始めに概要でございますが、就学援助費の内、準要保護児童生徒に

支給される新入学用品費の入学前支給実施に伴い、平成31年4月に町立

の小中学校に新入学を予定している児童等の保護者より、平成31年1

月16日から2月15日までの間に申請のあった申請者について、上里町要

保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱第５条に基づき認定を行

いたいものであります。

続きまして、認定内容でございますが、認定区分が準要保護の継続
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申請 3件 7名であります。資料の 1ページは児童扶養手当の受給を理

由とした準要保護の継続申請です。資料の 2ページは職業不安定を理

由とした準要保護の継続申請 2件で、2件とも算定表のとおり所得基

準が算定基準以下となり、認定と認められるものです。

以上、議案第4号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議の上、

ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞

議案第 4号につきましては、事務局提案のとおり、準要保護児童・

生徒と認定する事でよろしいでしょうか。

＜了解＞

議案第4号は提案のとおり決しましたので、事務局は、手続きをお願

いします。

次に議案第5号、平成30年度上里町教育予算3月補正について、を議

題といたします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 5 号平成 30 年度上里町教育予算 3

月補正について、説明申し上げます。

なお、本案と次の議案第 6号は、上里町議会定例会へ上程を予定し

ている案件でありますので、議会において議決されるまでの間は口外

されませんようお願い申し上げます。

始めに提案理由でございますが、平成 31年第 1回上里町議会定例会

へ上里町教育予算 3月補正を提出したいため、本案を提出するもので

あります。

概要及び内容について説明いたします。概要でございますが、平成

30 年度上里町教育予算 3月補正を策定したいので、上里町教育委員会

教育長に対する事務委任規則第 2条第 1項第 8号の規定に基づき、教

育委員会の意見を求めるものです。

以上、議案第 5号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議の

上、ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

続きまして、担当課長よりお手元の資料により詳細説明をさせてい

ただきます。



教育長

委員

教育長

学校教育庶務係長

教育長

委員

教育長

会

議

進

行

状

況

＜内容及び各所管課長による詳細説明・質疑応答は非公開＞

議案第 5号については、事務局より説明がありました内容で、上里

町 3月議会定例会へ上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。

＜異議なし＞

議案第 5号は提案のとおりご同意を頂きましたので、この内容で、3

月議会定例会に上程をさせていただきます。

次に議案第 6号、平成 31 年度上里町教育予算について、を議題とい

たします。事務局説明願います。

ご提案申し上げました、議案第 6号平成 31年度上里町教育予算につ

いて、説明申し上げます。

提案理由でございますが、平成 31年第 1回上里町議会定例会へ上里

町教育予算を提出したいため、本案を提出するものであります。概要

及び内容について説明いたします。

始めに概要でございますが、平成 31 年度上里町教育予算を策定した

いので、上里町教育委員会教育長に対する事務委任規則第 2条第 1項

第 8号の規定に基づき、教育委員会の意見を求めるものです。

以上、議案第 6号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議の

上、ご議決賜ります様、お願い申し上げます。

続きまして、担当課長よりお手元の資料により詳細説明をさせてい

ただきます。

＜内容及び各所管課長による詳細説明・質疑応答は非公開＞

議案第 6号については、事務局より説明がありました内容で、上里

町 3月議会定例会へ上程したいと思いますが、ご異議ございませんか。

＜異議なし＞

議案第 6号は提案のとおりご同意を頂きましたので、この内容で、3

月議会定例会に上程をさせていただきます。

なお、冒頭係長がご説明いたしましたとおり、議案第 5号と議案第
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6 号につきましては、3月議会定例会に上程し、議決を得るものであり

ますので、それまでの間、内容に付きまして口外されません様お願い

いたします。

予定をしておりました議案につきましては以上ですが、その他で委

員の皆様から何か議題等のご提案がございますか。

＜特になし＞

特に無いようですので、私の方から教職員の人事についてご報告さ

せて頂きます。時期的にまだ個人名等は出せませんが、3月初旬に異

動の状況を教育事務所に提出いたしますが、その転出・転入の状況に

ついてお話をさせていただきます。

小学校教職員については、26 人が転出し、32人が転入します。その

内、町内での異動が 15 名、町外からの転任が 17名です。また、転入

者の内、教諭 5名、養護教諭 1名、栄養教諭 1名の計 7名が初任者で

す。60 歳定年退職後の再任用が 6名おり、転出の 26 人の内 6 名は再

任用者です。

中学校は、転出者が 14 名、転入者が 13 名の内、上中と北中間での

異動が 5名、初任者が 3名、再任用は 1名となっています。

以上が現時点での状況です。初任者が 10 名入りますので、大変若返

ると同時にその方達を育てる義務が生じてまいりますので、教育委員

会としても相当頑張らないと初任者を育てられないな、と感じていま

す。

この件について委員の皆様から何かご意見等ございますか。

養護教諭の方は新採用の方ですか。

はい、新採用の方です。

初任者が 10 名というのは多い方ですか。

今年度が 3名でしたので、多い方だと思います。

近年はずっと 2～3名でしたので、今回は多いと思います。
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若手が入りますと学校が活性化するので、育てると言う意味合いと、

ベテランの先生方も若い人から学ぶと言う気持ちが生まれます。

初任者が沢山入るという事は大変な事ではありますが、町としては

良い事ではないかと思います。

次に管理職に関してですが、主幹への昇任者が 3名、教頭への昇任

者が 2名で、来年度は校長への昇任はありません。

異動についてですが、教頭の異動が 3名の予定です。また、今年度

の教頭採用試験合格者 4名は、全員主幹教諭いわゆる管理職に昇任と

なります。以上が来年度の教職員人事に関する状況のご報告でござい

ます。

その他に委員の皆様から何かご意見等ございますか。

＜特になし＞

特に無いようですので、次に教育長報告をさせていただきます。

2月14日に本庄上里学校給食組合の教育委員会に安藤委員と出席し

てまいりました。内容は、平成 31年度当初予算の件でありました。2

月 18日に教育長会が本庄市でありました。議題は、人事の件と、毎回

議題となる職員の不祥事防止に関して、各教育委員会はしっかりお願

いします、との事でした。もう一つ、1月 31 日に町主催で、ゲートキ

ーパー養成講座が開催されました。学校の教員もこの養成講座を受講

しました。ゲートキーパーとは自殺予防のための支援者を地域の中に

沢山作っていきましょう、と言うのが養成講座の趣旨であります。年々

自殺者が増えている現状を我々もそれを考えて行かなければ、と思っ

ています。教育長報告は以上となります。今までの事に関し、委員の

皆様から何かご意見等ございますか。

＜特になし＞

特に無いようですので、その他の事項で次回の定例教育委員会の日

程を決めたいと思いますが、次回は、3月 20 日午後 1 時 30 分からお

願いしたと思いますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。

＜了解＞
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では、次回の定例教育委員会は、平成 31 年 3 月 20 日水曜日、午後

1時30分からです。なお会場は中央公民館２階会議室となりますので、

お間違えの無いよう、お願いいたします。

本日の議事につきましては全て終了しました。

これをもちまして、2月の定例教育委員会を閉会とさせていただき

ます。皆様、ご苦労様でした。

会議録署名人（教育長）

会議録署名人（委員）

会議録調製者（学校教育課長） 高橋 淳


